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 近年、共働き世帯の増加や 3世代世帯の減少、地域のつながりの希薄化、女性の社会進出など、子

育てをめぐる地域や家庭の状況は大きく変化している。 

 また、就労の継続を希望しながらも、仕事と子育ての両立が困難であるとの理由により、出産・子

育てを機に退職する女性が少なからず存在しているなど、女性の就労継続も依然として厳しい状況に

ある。 

「「日本再興戦略」改訂 2014」（平成 26年 6月 24日閣議決定）や「少子化社会対策大綱」（平成 27

年 3月 20日閣議決定）では、女性の力を最大限発揮し、「女性が輝く社会」を実現する観点や少子化

対策の観点から、安心して子どもを預けることができる環境の整備等が求められている。 

子どもの預かり施設の整備状況等についてみると、平成 28年 4月 1日時点で、保育所等数は 3万

859 か所、保育所等定員は約 263 万人、保育所等利用児童数は約 246万人となっている。また、平成

27年 5月 1日時点で、放課後児童クラブ数は 2万 2,608か所、登録児童数は約 102万人となっている。

しかし、その一方で、平成 28年 4月 1日時点の保育所等利用待機児童数は 2万 3,553人となっており、

8年連続で 2万人を超えている。また、平成 27年 5月 1日時点の放課後児童クラブの利用待機児童数

は 1万 6,941人であり、4年連続の増加となっている。 

 このような中、全ての子育て家庭を対象に、幼児期の教育・保育、地域の子ども・子育て支援の拡

充を図る「子ども・子育て支援新制度」が、平成 27年 4月から本格的に実施されている。新制度では、

市町村（特別区を含む。）は、子ども・子育て支援に係る利用希望等を把握した上で、教育・保育等の

量の見込みや提供体制の確保の内容等を盛り込んだ市町村子ども・子育て支援事業計画を作成し、当

該計画を基に、子どもの預かり施設の整備等を進めることとされている。また、国及び都道府県は、

これらの取組を支える仕組みとなっている。 

 この行政評価・監視は、以上のような状況を踏まえ、待機児童の解消につながる子どもの預かり施

設の効果的な整備等を図る観点から、子ども・子育て支援に関する計画の作成状況や施設の整備等の

状況を調査し、関係行政の改善に資するために実施したものである。  
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